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   甲府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

甲府市職員退職手当支給条例（昭和２５年１０月条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条第２項中「）が１８日」を「第８条第２項において「勤務日数」とい 

う。）が１８日（１月間の日数（甲府市の休日を定める条例（平成元年３月条例第

１３号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）が２０日に満たな

い日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数を減

じた日数。第８条第２項において「職員みなし日数」という。）」に改める。 

 第８条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令又

は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を

与えられた日を含む。）が１８日」を「勤務日数が職員みなし日数」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の甲府市職員退職手当支給条例第１条第２項及び第８条

第２項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎

となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、な

お従前の例による。 

 （甲府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 



 

３ 甲府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和３７年１２月条例第

４０号）の一部を次のように改正する。 

  附則第４項中「新条例第１条第２項」を「甲府市職員退職手当支給条例第１条

第２項」に、「新条例の」を「、同条例の」に、「新条例第３条」を「同条例第

３条」に改める。 

  附則第６項中「新条例」を「甲府市職員退職手当支給条例」に改める。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国家公務員退職手当法の適用を受ける非常勤職員等に係る退職手当の支給要件等

の改正に鑑み、本市の非常勤職員等の退職手当の支給要件等を緩和するについて

は、この条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 

 


